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防犯カメラや防犯ミラーの設置
POPなどを併用して明確に表示することで、来店客に存

在をアピールすることができます。
店内レイアウトの工夫
死角を減らすことで、万引きを断念させることが期待

できます。
万引き防止装置（万引き防止ゲート等）の設置
商品を不正に店外に持ち出そうとする行為を難しくします。

防犯ポスター・チラシの掲示
防犯対策をしっかり行っていることを来店客に印象付けます。

従業員の積極的な挨拶・声掛け・店内放送
「いらっしゃいませ」「何かお探しですか？」などの声掛け

は、「あなたを見ていますよ」という合図になり、犯行を思い
留まらせる大きなきっかけとなります。
エコバッグの使用方法についても、ルールを明確にし、「精
算後にお使いいただきますようにお願いします。」等の積極的
な呼び掛けや店内放送を行いましょう。

売り場の点検
「管理が行き届いた隙のない店」は万引きしようという気持
ちを諦めさせることにつながります。

従業員や制服警備員の巡回
来店客に対して、「どの場所もチェックしている」ことを知
らせることができます。

ハード面の対策（設備的対策）

ソフト面の対策（従業員等で実行できる防犯対策）

県内では、本年中の万引きの認知件数が増加傾向にあり、今後の増加も

懸念されます。人々が万引きに手を染めないためにも、万引きによる被害

を増加させないためにも、万引きをさせない環境づくりを目指しましょう。

事業者等の皆様におかれましては、万引き防止に向けたポイントをご紹

介しますので、防犯対策の参考にしてください。

万引き認知件数（令和３年８月末現在）４３５件　（前年同期比＋４６件）
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